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あとの憂
う れ

いが少しでも楽になるように… 
近年、皆様のこういうお声を耳にする機会が増えてまいりました。 

 将来ご先祖さまのお墓を護る後継者（子供）がいない。 
 後継者が遠方に居を構えており、いずれ疎遠になることが明らかで不安である。 
 独身、離婚などにより自分単身の入る墓を得たいが、供養してくれる人がいない。 
 子供が娘しかなく、家のお墓のために我が子の人生を拘束したくない。 
 結婚により、実家の代が途絶え、お墓の面倒を見ることが難しい。 

 
上記のような諸事情でお困りの方に代わり、納骨後永代にわたってお寺が供養 及び 管理
をするための墓所です。 

永代供養塔 蓮光のご利用方法について 

 

❖納骨方法  

永代供養塔内の納骨堂に、骨箱（骨壺）にて
一定期間（十三回忌を目安）安置・納骨し、
その後は合祀（お骨を出して土に返す合葬）
されます。（※例外もあり） 
 

❖永代供養料について  

一霊につき（骨壺一つにつき） ______________ 50 万円 
生前申込 一人につき ____________________ 50 万円 

以後の維持管理料は⼀切かかりません。ただし、生前申込の場合は申込者が
存命のうちは、当山の檀家として「護持会費」を頂戴します。 

また、先祖代々のお骨をすべて納骨する場合はご相談ください。 
ただし、一応の目安として 

ご供養するご先祖さまが 5 人までなら ________ 50 万円 
 6 人から 9 人まで ________ 1 名に付き 10 万円 
ご供養するご先祖さまが 10 人以上  _______ 100 万円 
この他に銘板代⾦として 5 万円 頂戴します。（刻字料⾦を含む） 

（
釈
迦
如
来
台
座
下
の
納
骨
堂
内
の
写
真
） 



❖その他の詳細 及び 補足  
供養料に含まれるもの 

＊ 納⾻の際の回向料（読経料） 
＊ 納⾻にかかる⼿数料 

※ ただし、改葬の際にかかる諸経費や骨壺代などは含まれません。 
お付き合いのある墓石店とご相談ください。 

＊ 朝法座でのご回向、毎年の春彼岸・お盆・開山忌法要での塔婆供養を永代
に執り⾏います。 

＊ 墓所の清掃、管理全般 
 

※ 葬儀、戒名授与、命日の回向は含まれません。 
それらもご希望の方は別にご相談ください。 

 
利⽤資格 と お申込方法 

◆ それまでの宗旨・宗派は問いません。 
当山の檀家以外でも構いません。葬儀まではこれまでの菩提寺で⾏ってき
てください。また、すでに納骨されている方の改葬も受付いたします。 
ただし、ご利⽤にあたっては、下記の事が必須となります。 

① これまでの菩提寺へ当山に納骨のご許可を必ず頂くこと。 
（これまでの菩提寺のお檀家さんをやめる必要はありません。） 

② 納骨の際のご回向（ご供養）の仕方は時宗の法式となること。 
（時宗の法式は「南無阿弥陀仏」のお念仏を称えます。） 

◆ 別に定める「永代供養規定」に承諾の上、申込用紙にてお申し込み頂き、
供養料を納付して利⽤許可となります。 

◆ 供養料は一括納付
．．．．

のみです。（分割納付はお断りいたしております。） 

◆ お遺骨を納骨してからは、供養料の払い戻しは⼀切できません。 



慈光寺 永代供養塔「蓮光」 管理規程 
（規程目的） 
第１条  本規程は宗教法人 慈光寺（以下当寺という）の永代供養塔「蓮光」（以下 供養

塔という）を適正に管理運営するために必要な事項を定める。  
（使用目的） 
第２条  供養塔は、焼骨を安置納骨する場所として使用することを目的とする。  
（使用資格） 
第３条  供養塔は、本宗の宗旨に帰依するのであれば過去の宗派の如何を問わず申し込

むことができる。 
２  本規程を遵守し所定の手続きを経て、別に定める永代供養冥加料（以下 供養料

という）を納入した者（以下使用者という）に限り使用を認める。  
（申込の手続き） 
第４条  申込は「生前申込」、「遺骨受入」のいずれも可とする。 

２  供養塔使用希望者は、この規程に同意のうえ当寺規程の申込用紙に署名捺印し、
供養料を添えて申し込むものとする。 

３  供養料は「一括納付」のみとし、分割納付は受けつけない。  
（納骨及び管理と供養等） 
第５条  納骨の際には、墓地埋葬法により埋葬許可証または改葬許可証を必要とする。 

２  遺骨は、当寺及び使用者双方の合意のうえ供養塔内に安置もしくは合祀埋葬する。
納骨後の改葬、分骨等の遺骨の返還は応じないものとする。 

３  供養塔の遺骨の保管安置、清掃および管理全般は当寺が行う。 
４  天災地変等不可抗力による遺骨の損害は、当寺は責任を負わないものとする。 
５  供養塔に納骨後は、当寺の朝法座にて回向する他、毎年の春彼岸法要・盂蘭盆会

には墓前にて供養し、開山忌法要においては施主名・精霊名を読み上げて供養する。 
６  銘板に納骨者を刻字し、供養塔台座に設置する。  

（供養料等について） 
第６条  供養料は、納骨一霊及び生前申込者一名につき「五十万円」とする。また改葬

により一家族を合葬供養する場合は「人数により供養料が変わる」ものとする。
この他、銘板代金として一枚に付き五万円を別途納入することとする。 

２  供養料には、永代使用料、永代管理料、納骨時の回向料が含まれる。 
３  生前申込者が死去による葬儀御布施、納骨者の年回忌のお布施等は別途とし、金

額は当寺と相談のうえ決定する。 
４  納入された供養料は、理由の如何を問わず返還しないものとする。 
５  その他特別な事情がある場合、当寺と協議のうえ決定する。   



（使用資格の取り消し） 
第７条  使用者が下記の事項に該当した場合には当寺はすみやかに使用資格を取り消す

ことができる。 
① 使用目的以外に供養塔を利用したとき。 
② 生前申込の使用者が当寺に申し出なく他寺院によって葬儀が施行されたとき。 
③ 生前使用者が当寺に申し出なく第三者に使用権利を売買、譲渡したとき。 
④ 本規程に違反したとき。 

２  上記により使用資格が取り消された場合は、使用権はただちに当寺に帰属し、
既納の供養料は返還しないものとする。 

（免責事項） 
第８条  天災・事故等の不可抗力及び第三者による行為によって生じた供養塔の損壊に

ついて、管理者である当寺は一切の責任を負わないものとする。 
（附則） 
第９条  本規程に定めのない事項は供養塔管理者である当寺の判断により決定する。 

２  墓地埋葬等に関する法律が改定された時または時流の変化に対応する必要性が
ある時には、この規程を改定することがある。 

 
平成 23 年 4 月 1 日 

 
附則 この規程は平成 23 年 4 月 1 日より施行する。 
附則 この規程は令和 4 年 1 月 1 日より施行する。 
附則 この規程は令和 8 年 4 月 1 日より施行する。 



遍照山 慈光寺　永代供養申込書

令和   年   月   日

(フリガナ）

申込者

住所

電話番号

E-mail

生年月日

年齢

先祖代々供養

戒 名

俗 名

命 日

享 年 歳 申込者との関係

戒 名

俗 名

命 日

享 年 歳 申込者との関係

戒 名

俗 名

命 日

享 年 歳 申込者との関係

- 備 考 -

㊞

＠

永代供養規定を承諾の上、永代供養を申し込み致します。

〒

（        ）家 先祖代々供養（例 髙谷）

明治・大正・昭和・平成・令和    年   月   日

昭和・平成・令和    年   月   日

歳

明治・大正・昭和・平成・令和    年   月   日

明治・大正・昭和・平成・令和    年   月   日


